
社会的法益を侵害する情報の取扱いについて

資料８



「インターネット上の違法な情報への対応に関す
るガイドライン」

インターネット上の違法・有害情報に関する分類

総務大臣要請に基づくモバイルフィルタリングの原
則化（親権者の意思確認）

違
法
で
は
な
い
情
報

「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」
（平成18年11月）に基づく事業者の自主的な対応を支援

プロバイダ責任制限法及び関係ガイドライン

権利侵害情報

○○はセクハラをしている（名誉毀損）
音楽ファイル（著作権侵害）

その他の違法な情報

児童ポルノ・わいせつ物
麻薬売買の広告

公序良俗に反する情報

人の尊厳を害する情報（死体画像）
自殺を誘引する書き込み

アダルト、出会い系サイト
暴力的な表現

青少年に有害な情報

違
法
な
情
報

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境
の整備等に関する法律（平成２０年法律第７９号）



社会的法益を侵害する情報の取扱いについて①

１．送信防止措置を行わなかった場合に責任を問われる可能性

民事責任

民事責任については、他人の権利等の侵害が要件となっているところ（民法７０９条）、社会的法益については、送信防止措
置を行わなかったとしても、他人の権利等の侵害が生じないことから、民事上の責任は生じるものではないと考えられる（裁
判例は見あたらず）。

刑事責任

これまでの裁判例（※）に鑑みると、プロバイダ等による開設・管理・運営に関する目的及び状況などを総合考慮し、違法な
情報の流通について積極的に関与していると評価できる事例において、刑事上の責任が認められており、単に違法な情報
の存在を認識したものの、これについて送信防止措置を講じなかったことのみを理由として刑事上の責任が認められた事
例は見受けられない。しかし明確な基準が示されているわけではなく、今後の裁判例の動向等を注視する必要はある。

（※） 平成１５年１２月１５日横浜地裁判決、平成１６年６月２３日東京高裁判決、平成１８年１月１６日名古屋地裁判決、
平成１９年１月１０日名古屋地裁判決、同年７月６日名古屋高裁判決など

２．送信防止措置を行った場合に責任を問われる可能性

民事責任

発信者とプロバイダ等の間には、通常、送信防止措置に関する何らかの契約関係があるところ、そのような契約内容に
基づいて送信防止措置が実施される場合には、法の適用をまつまでもなく、債務不履行責任は生じない。

また、発信者とプロバイダ等の間に契約関係がない場合であったとしても、発信者が情報を発信する際には、黙示の契
約関係があると評価することも可能であり、そのような場合には、両者に契約関係がある場合と同様に取り扱うことがで
きる。

なお、いずれについても、違法ではない情報を誤って違法と判断して送信防止措置を行った場合については、プロバイダ
責任制限法３条２項と同様の要件を検討することで、過失責任は回避できるのではないかとも考えられる。

刑事責任

証拠隠滅罪（刑法１０４条）の構成要件に該当するおそれも考えられるが、送信防止措置が発信者との契約関係に基づ
くものであれば、正当行為（刑法３５条）に該当することも考えられる。なお、送信防止措置を行ったことで訴追された事例
は見受けられない。



社会的法益を侵害する情報の取扱いについて②

３.プロバイダ等による実態的な対応の状況

現在、（社）電気通信事業者協会、（社）テレコムサービス協会、（社）日本インターネットプロバイダー協会及び（社）日
本ケーブルテレビ連盟により、インターネット上の違法情報に対する対策として、「インターネット上の違法な情報への
対応に関するガイドライン」（※）が作成され、プロバイダ等により、違法情報につき送信防止措置を講ずる対策を実施
している。

警察機関 厚生労働省医薬食品局監視指導・
麻薬対策関係機関

インターネット・ホットライン・センター

プロバイダ等

上記ガイドラインに基づき、当該情報の違法性判断

送信防止措置実施 送信防止措置実施せず

（※） 平成１８年１１月策定。平成２０年１２月、平成２２年１月及び同年９月にそれぞれ改訂

違法と判断 違法でないと判断

送信防止 措置依頼

４．同ガイドラインの概要

－インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン
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